
東大阪市は、全国でも有数の工業都市であり、

「モノづくりのまち」としてよく知られています。

金属製品・一般機械加工等の基盤的技術産業を中

心に高い集積を誇り、市内の事業所数は６,４５５事業

所（注）で全国４位、工場密度では全国１位となってい

ます。市内製造業のうち、従業員規模２０人未満の事

業所が全体の約９０％を占めていますが、製造品出荷

額等については約１兆１,７７３億円（注）となっており、中

小製造業の生産性の高さを示しています。

また小規模な工場が多いにも関わらず、親会社と

の系列をもたない企業が多く、取引の際には近隣の

協力工場と横請け・仲間請けの多彩なネットワーク

が構築されており、系列企業に頼らない有機的な分

業システムによる製造が行われています。この分業

システムにより各企業がそれぞれの専門分野に特化

し、独自技術を向上させ、多種多様な製品が作られ

ており、「なんでも作れる東大阪」「歯ブラシから人

工衛星まで」として知られています。平成１８年度か

ら中小企業庁が実施している「元気なモノ作り企業

３００社」では、全国の自治体の中でも多く選出されて

おり、平成１８年度１３社、平成１９年度８社、平成２０年

度１１社、平成２１年度５社と市内企業の技術力の高さ

が分かる結果となっています。

（注）･･･平成１７年工業統計調査

本市では、モノづくり都市としての方向性を明確

に示すため、平成１５年３月に「モノづくり経済特区

構想」を策定し、「高付加価値化製品製造業への転換

促進」、「国内外の企業誘致」など４つの具体的な方

向性を示しました。その後一定期間が経過し、小規

模企業の高付加価値化転換の遅れ、モノづくり人材

の高齢化による後継者問題・人材不足、操業環境の

悪化などの課題が顕在化され、これらの課題に対応

するため新たに「モノづくり支援新戦略」を平成２０

年２月に策定しました。

この新戦略では「モノづくり経済特区構想」の方

向性を基本として①高付加価値化に向けた技術支援

の強化、②モノづくり人材の育成・確保、事業承継

の促進、③操業環境の維持・確保、④国内市場への

販路開拓支援の充実の４つの施策方向が新たに示さ

れました。平成２０年度以降については、これらの方

向性を具現化させた施策を展開しています。

本市では、「モノづくり支援新戦略」に基づき施策

を展開していますが、今後さらに高付加価値化を支

援するには、知的財産権を絡めた支援戦略が必要と

考えています。このことから特許庁が実施する知財

先進都市支援事業に応募したところ、全国で９市町

村、近畿管内では唯一採択をされました。

この知財先進都市支援事業は、特許庁が、知的財産

が将来の成長の源泉であるとの考え方の下、意欲的な

取組を行っている市町村等と連携し、地域・中小企業

における知的財産の創造・保護・活用に対する支援を

強化するということを目的とし、地方公共団体がその
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区域内の特性を活かした自主的な施策を策定・実施し、

国は地方公共団体と相互に連携して必要な施策を講ず

るという取組です。事業実施期間については２年～３

年で、本市では、製造業者の新技術・新製品の開発を

促進させるとともに、意匠権等の取組により魅力ある

最終製品を作り出す事業所を増加させることを目標に

知的財産権を活用した施策展開を検討しています。

国と連携した次のような事業を実施するため、現

在具体的な検討を進めています。

１．（仮称）東大阪市内製造業の知的財産戦略のあり

方について（提言）

知財に関する市内製造業の現況を把握すべく市内

製造業を対象に実態調査を実施するとともに、これ

らのデータや知財に関する大阪府の方針や先進都市

の取組事例などの収集・分析により、東大阪市内製

造業の知財戦略の支援のあり方にかかる基本スタン

スを明確にするとともに、具体的な施策方向などに

ついて提言をとりまとめます。

２．知的財産シンポジウム

本市が知財先進都市支援事業の採択を受け、今後、

知財に関する取組を強化していく姿勢を内外に示す

べく、基調講演とパネルディスカッションによるシ

ンポジウムを開催します。

３．知財企業集中セミナー

実態調査から判明した知財に関心の高い市内企業

向けに知財の戦略的利活用に向けた集中セミナーを

開催します。

４．知財専門家派遣

現在クリエイション・コア東大阪に配置している

技術系及び販路開拓系のコーディネーターに、知的

財産に造詣の深い専門家を加えた「総合支援プロジ

ェクトチーム」を編成し、ニーズのある企業に集中

的に派遣し総合的な支援を行います。

また、デザイン強化を検討している企業を対象に、

意匠等に精通した専門家を派遣します。

５．知財専門家配置

本市のモノづくり支援施設に知財に関する専門家を

配置し、知財に関する相談に応じる体制を確保します。

本市では、高付加価値製品等を生産する製造業を数

多く輩出するとともに、知的財産の利活用により培

われた技術・ノウハウを継承させ、日本の底力であ

るモノづくりを支える基盤的技術産業のネットワー

クの維持につなげるとともに地域経済の活性化を図

ることを目標としています。

本事業による効果

知財先進都市支援事業にかかる事業
計画（案）
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■事業所数全国比較　･･･平成１７年工業統計調査

■工場密度全国比較　･･･平成１７年工業統計調査

■規模別従業員数　･･･平成１７年工業統計調査

■製造業事業所数　･･･平成１７年工業統計調査

東大阪市経済部モノづくり支援室（問い合わせ：０６－４３０９－３１７７）
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